
 

 

令和６年度 水の回廊における橋上空間等に関する調査検討業務委託に係る 

建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式による選定結果について 

 

１ 案件名称 

   令和６年度 水の回廊における橋上空間等に関する調査検討業務委託 

   契約期間 契約日から令和８年３月 31 日 

 

２ 選定した委託予定事業者 

 セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社 

 

３ 公募期間 

   令和６年７月４日（木）～令和６年７月２３日（火） 

 

４ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会による審議の結果 

  （１）委員名簿（敬称略、順不同） 

委員氏名 役職等 

嘉名 光市 大阪公立大学教授 

山口 敬太 京都大学准教授 

藤原 直樹 追手門学院大学教授 

 

  （２）選定委員会の開催日 

１回目：令和６年４月２４日（水） 

令和６年４月２６日（金） 

２回目：令和６年８月２９日（木） 

令和６年９月４日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（３）審査基準                      

①資格審査基準 

参加表明者の提出者の資格審査基準は、以下の通りとする。 

評価

項目 
評価の着眼点 審査基準 備考 

参
加
表
明
者
の 

経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
部
門
登
録 

建設コンサル

タント登録 

建設コンサルタント登録規定（昭和52年4月15日建設省

告示第717号）に基づく「都市計画及び地方計画部門」か

つ「道路部門」の登録を受け、令和５・６・７年度本市入

札参加資格者名簿に種目「500建設コンサルタント」に登

録していること。また、共同企業体により参加する場合は、

共同企業体の構成員全体で建設コンサルタント登録規定

（昭和52年4月15日建設省告示第717号）に基づく「都市

計画及び地方計画部門」かつ「道路部門」の登録を受け、

代表者が令和５・６・７年度本市入札参加資格者名簿の種

目「500建設コンサルタント」に登録していること。 

 

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性 

過 去 10 年 間

の業務実績の

内容 

 平成26年度以降の官公庁発注による、次に示す「規定業

務」について、元請として従事した業務実績を有している

こと。 

共同企業体により参加する場合は、代表者が上記の業務

実績を満たすものとする。 

【規定業務】 

公共空間における官民連携（公民連携）による利活用ま

たは維持管理に関する検討業務 

様式－２

を審査す

る 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

管
理
技
術
者 

資
格
要
件 

技 術 者 の 資

格、その専門

分野の内容 

次のア～エのいずれかに該当すること。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部

門（選択科目を「都市及び地方計画」とするものに

限る）とするものに合格し、同法による登録を受け

ている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技

術監理部門（選択科目を「建設一都市及び地方計

画」とするものに限る）とするものに合格し、同法

による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただ

し、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度の知識及

び技術を有する者と認定した者。） 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有し、登録

を受けている者。 

様式－４

を審査す

る 

専
門
技
術
力 

過去1０年間

の規定業務の

実績内容 

平成26年度以降の官公庁発注による、次に示す「規定業

務」について、元請の技術者として従事した実績を有して

いること。 

共同企業体により参加する場合は、共同企業体の代表者

に所属する技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

公共空間における官民連携（公民連携）による利活用また

は維持管理に関する検討業務 

様式－５

を審査す

る 

専
任
性 

手持ち業務の

金額及び件数 

全ての手持ち業務（管理技術者あるいは担当技術者とな

っている他の業務のうち500万円以上の業務）の契約金額

の合計が５億円未満かつ件数が10件未満である場合に選

定する。 

様式－４

を審査す

る 



照
査
技
術
者 

資
格
要
件 

技 術 者 の 資

格、その専門

分野の内容 

次のア～エのいずれかに該当すること。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部

門（選択科目を「都市及び地方計画」とするものに

限る）とするものに合格し、同法による登録を受け

ている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技

術監理部門（選択科目を「建設一都市及び地方計

画」とするものに限る）とするものに合格し、同法

による登録を受けている者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただ

し、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度の知識及

び技術を有する者と認定した者。 

エ．RCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有し、登録

を受けている者。 

様式－４

を審査す

る 

専
門
技
術
力 

過去1０年間

の規定業務の

実績内容 

平成26年度以降の官公庁発注による、次に示す「規定業

務」について、元請の技術者として従事した実績を有して

いること。 

共同企業体により参加する場合は、共同企業体の代表者

に所属する技術者としての実績に限る。 

【規定業務】 

公共空間における官民連携（公民連携）による利活用また

は維持管理に関する検討業務 

様式－５

を審査す

る 

担
当
技
術
者 

資
格
要
件 

技 術 者 の 資

格、その専門

分野の内容 

次のア～エのいずれかに該当する担当技術者を少なく

とも１名以上配置すること。 

ア．技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部

門（選択科目を「道路」とするものに限る）とする

ものに合格し、同法による登録を受けている者。 

イ．技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技

術監理部門（選択科目を「道路」とするものに限

る）とするものに合格し、同法による登録を受けて

いる者。 

ウ．上記ア・イと同等の能力と経験を有する者。（ただ

し、国土交通大臣（旧建設大臣）が同程度の知識及

び技術を有する者と認定した者。 

エ．RCCM（道路部門）の資格を有し、登録を受けている

者。 

様式－４

を審査す

る 

業
務
実
施
体
制 

業務実施体制の妥当性 

下記項目に該当する場合には選定しない。 

・再委託の内容が主たる部分の場合。 

・業務分担構成が、不明確または不自然な場合。 

・共同企業体による場合に、業務の分担構成が細分化され

すぎている場合、ひとつの分担業務を複数の構成員が実

施することとしている場合。 

※業務の主たる部分とは、 

 本業務における印刷などの簡易な業務を除く業務とす

る。 

様式－３

を審査す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



②技術提案書評価基準 

参加表明者の提出者の技術提案書評価基準は、以下の通りとする。 

（i）評価要領および評価表 
本業務における特定テーマおよび技術提案書を特定するための評価表は以下のとおりとする。 

評価は①～⑰の項目毎にＡ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃの５段階とし、それぞれ次のように点数を計算して 

１００点満点（小数点第 2 位まで表示）で総合評価し、最高得点者を特定することを原則とする。 

〈計算方法〉 

    Ａ の場合は、配点×５/５点  Ｂ の場合は、配点×３/５点 

    Ａ’の場合は、配点×４/５点  Ｂ’の場合は、配点×２/５点  Ｃ の場合は、０点 

特定 

テーマ１ 
内容 

本業務の目的は、地元や沿道企業などから日常的な維持管理等の担い手の発掘や橋上

空間などを有効活用できる将来的な整備方針を決定することである。 

本町橋の現状や周辺を取りまく状況を踏まえた上で、「官民連携（公民連携）による

持続的な維持管理の仕組みづくり」と「それを実施するための橋上空間の整備方針の策

定」について課題や留意点を挙げてください。 

また、本業務の目的を果たす手段として実施する大阪・関西万博時の社会実験を含め

た本業務の検討プロセスについて提案してください。 

特定 

テーマ２ 
内容 

 本業務の目的は、地元や沿道企業などから日常的な維持管理等の担い手の発掘や橋上

空間などを有効活用できる将来的な整備方針を決定することである。 

 錦橋の現状や周辺を取りまく状況を踏まえた上で、「官民連携（公民連携）による持

続的な維持管理の仕組みづくり」と「それを実施するための橋上空間の整備方針の策定」

について。課題や留意点を挙げてください。 

 また、本業務の目的を果たす手段として実施する大阪・関西万博時の社会実験を含め

た本業務の検討プロセスについ提案してください。 

〈評価シート及び評価例〉 

評価項目 評価の着眼点 

配点 

評価 
評価の 

換算 

計算 

評価点 

備考 項目

別 

複数

時 

配分 

項目

別 

配分 

項目

別 

配分 

複数

時 

配分 

項目

別 

配
置
予
定
技
術
者
の
経

験
及
び
能
力 

管理 

技術者 

過去 10 年間の規定業務の実

績内容 

20 

10 

5 Ａ 5×5/5 5.0 

10.0 

20.0 

① 

専任性（他の業務との兼任状

況） 
5 Ａ 5×5/5 5.0 ② 

照査 

技術者 

過去 10 年間の規定業務の実

績内容 
5 5 A 5×５/5 5.0 5.0 ③ 

担当 

技術者 

過去 10 年間の規定業務の実

績内容 
5 5 A 5×5/5 5.0 5.0 ④ 

実
施
方
針
・
実
施

フ
ロ
⒲
・
工
程
表
・

そ
の
他 

業務 

の理解度 
目的、条件、内容の理解 

20 

5 5 Ａ 5×5/5 5.0 5.0 

20.0 

⑤ 

業務実施手

順(フロー・

工程表) 

実務手順の妥当性 

10 
5 A 5×５/5 5.0 

10.0 
⑥ 

業務量把握、人員配置の妥当

性 
5 Ａ 5×5/5 5.0 ⑦ 

その他 重要事項の指摘 5 5 Ａ 5×5/5 5.0 5.0 ⑧ 

特
定
テ
⒲
マ
に
対
す
る
技
術
提
案 

特
定
テ
⒲
マ
１ 

的確性 
課題の理解度 

60 

30 

5 A 5×5/5 5.0 

30.0 

60.0 

⑨ 

キーワードの網羅 5 B 5×5/5 5.0 ⑩ 

実現性 
説明力、提案内容の裏付けが

あるか 
10 A 10×5/5 10.0 ⑪ 

独創性 
独創的で高度な提案がある

か 
10 B 10×5/5 10.0 ⑫ 

特
定
テ
⒲
マ
２ 

的確性 
課題の理解度 

30 

5 A 5×5/5 5.0 

30.0 

 

⑬ 

キーワードの網羅 5 B 5×5/5 5.0 ⑭ 

実現性 
説明力、提案内容の裏付けが

あるか 
10 A 10×5/5 10.0 ⑮ 

独創性 
独創的で高度な提案がある

か 
10 B 10×5/5 10.0 ⑯ 

合計(100 点満点) 100.0 100.0  

 

 



（ii）技術者評価基準 

   評価項目のうち、配置予定技術者に関わる項目については、以下のとおり評価する。 

評価の着眼点 Ａ Ａ’ Ｂ Ｂ’  Ｃ 備考 

配
置
予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

管
理
技
術
者 

専
門
技
術
力 

過去 10 年間の

規定業務の実

績 

管理技術者が

規定業務の実

績を管理技術

者として従事

した 

－ 

管理技術者が

規定業務の実

績を担当技術

者として従事

した 

－ － ① 

専
任
性 

他業務との兼

任状況 

手持ち業務の

契約金額の合

計が 2 億円未

満かつ件数が

５件未満 

手持ち業務の

契約金額の合

計が３億円未

満かつ件数が

8 件未満 

手持ち業務の

契約金額の合

計が 5 億円未

満かつ件数が

10 件未満 

－ － ② 

照
査
技
術
者 

専
門
技
術
力 

過去 10 年間の

規定業務の実

績内容 

照査技術者が

規定業務の実

績を管理技術

者として従事

した 

－ 

照査技術者が

規定業務の実

績を照査技術

者または担当

技術者として

従事した 

－ － ③ 

担
当
技
術
者 

専
門
技
術
力 

過去 10 年間の

規定業務の実

績内容 

担当技術者が

規定業務の実

績を管理技術

者または担当

技術者として

従事した 

－ － － － ④ 

 

規定業務は、「公民空間における官民連携（公民連携）による利活用または維持管理に関する検

討業務」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（iii）提案内容評価基準 

   評価項目のうち、提案内容に関わる項目については、以下のとおり評価する。 

   ただし、業務に適合しない提案については評価の対象としない。 

評価項目 評価の着眼点 Ａ Ａ’ Ｂ Ｂ’ Ｃ 
備

考 

業
務
方
針
・
実
施
フ
ロ
⒲
・
工
程
表
・
そ
の
他 

業務の 

理解度 

目的、条件、内

容の理解 

目的、条件、内容

が十分に理解され

ている。 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

目的、条件、内

容の理解が不十

分である 

⑤ 

業務実

施手順 

（フロ

ー・工

程表） 

実務手順の妥当

性 

業務の実施手順が

妥当であり、実効

性のある工程であ

る。 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

業務の実施手順

に矛盾がある 
⑥ 

業務量の把握、

人員配置の妥当

性 

業務量が適切に把

握されており、不

測の事態にも対応

できる人員配置で

ある。 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

業務量の把握が

不適切である 
⑦ 

その他 重要事項の指摘 

技術提案説明書に

示されていない独

自の視点での指摘

があり、その方策

が提案されている 

－ 

技術提案説明書

に示されていな

い独自の視点で

の指摘がある 

－ 

技術提案説明書

に示されていな

い独自の視点で

の指摘がない 

⑧ 

特
定
テ
⒲
マ
１
に
対
す
る
技
術
提
案 

的確性 

課題の把握が十

分か 

課題とともに、そ

の設定根拠が具体

的に示されてい

る。 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

課題が示されて

いない 
⑨ 

キーワードの網

羅 

必要なキーワード

が全て網羅されて

いる（100%）。 

必要なキーワー

ドが 80％以上

100%未満記載

されている 

必要なキーワー

ドが 60%以上

80%未満記載され

ている。 

必要なキーワー

ドが 40％以上

60%未満、記載

されている。 

必要なキーワー

ドが 40%未満で

ある 

⑩ 

実現性 説得力があるか 

具体的かつ論理的

に示されており説

明力のある提案 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

具体的かつ論理

的に示されてお

らず説得力のな

い提案 

⑪ 

独創性 
独創的で高度な

提案があるか 

独創的で高度な提

案である 
－ 

左右に該当しな

い 
－ 

汎用的であり提

案に工夫がない 
⑫ 

特
定
テ
⒲
マ
２
に
対
す
る
技
術
提
案 

的確性 

課題の把握が十

分か 

課題とともに、そ

の設定根拠が具体

的に示されている 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

課題が示されて

いない 
⑬ 

キーワードの網

羅 

必要なキーワード

が全て網羅されて

いる（100%）。 

必要なキーワー

ドが 80％以上

100%未満記載

されている 

必要なキーワー

ドが 60%以上

80%未満記載され

ている。 

必要なキーワー

ドが 40％以上

60%未満、記載

されている。 

必要なキーワー

ドが 40%未満で

ある 

⑭ 

実現性 説得力があるか 

具体的かつ論理的

に示されており説

得力のある提案 

－ 
左右に該当しな

い 
－ 

具体的かつ論理

的に示されてお

らず説得力のな

い手案 

⑮ 

独創性 
独創的で高度な

提案があるか 

独創的で高度な提

案である 
－ 

左右に該当しな

い 
－ 

汎用的であり提

案に工夫がない 
⑯ 

 

 

 

 

 

 



（３）審査を行った事業者（五十音順） 

   セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社 

 

（４）審査の結果（合計点の高い順） 

過去１０年間の規定業務の実績

専任性（他業務との兼任状況）

照査
技術者

過去１０年間の規定業務の実績

照査
技術者

過去１０年間の規定業務の実績

業務の
理解度

目的、条件、内容の理解

実施手順の妥当性

業務量の把握、人員配置の妥当性

その他 重要事項の指摘

課題の把握が十分か

キーワードの網羅

実現性 説得力があるか

独創性 独創的で高度な提案があるか

課題の把握が十分か

キーワードの網羅

実現性 説得力があるか

独創性 独創的で高度な提案があるか

合計（100点満点）

特
定
テ
ー

マ
に
対
す
る
技
術
提
案

特
定
テ
ー

マ
１

的確性

特
定
テ
ー

マ
２

的確性

評価項目 評価の着目点

配置予定技術者
の経験及び能力

管理
技術者

実施方針
実施フロー
工程表
その他

業務実施
手順

（フロー・
工程表）

Ⅰ社

A

B

B

A

5

3

3

5

点数評価

5

5

3

5

A

A

B

A

6

10

5

5

B

A

A

A

86.0

6

10

5

5

B

A

A

A

 

 

 


